
新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナワクチン接種について ３月15日時点の情報です

問市新型コロナワクチン接種コールセンター〔☎0120(884)056〕
（土・日曜日、祝日を除く、午前９時～午後５時30分）

■令和５年度の接種スケジュール（５歳以上）
　国から示された、各対象者の今後の接種スケジュールや使用ワクチンは下図のと
おりです（６カ月～４歳の接種については変わりません）。本市の接種については、
決まり次第市ウェブサイトや市 LINE 公式アカウントでお知らせします。
　なお、国の方針の見直しに応じて、内容を変更することがあります。

※本市の新型コロナワクチン接種に関する最新の情報は、随時市ウェブサイトや市
LINE 公式アカウントなどで発信しますので、ぜひ皆さんも市 LINE 公式アカウント
の友だち登録をお願いします。 市ウェブサイト

LINE 友だち登録

※現行の「令和４年秋開始接種（追加接種）」は、５月７日㈰に終了となります。オミクロン株対応２価ワク
チンの接種を希望する人は、早めの接種をお願いします。
※５月８日㈪から開始する「令和５年春開始接種」の対象ではない人は、９月以降に開始予定の「令和５年秋
開始接種」が始まるまで接種できません。
※接種間隔は、初回接種を終了し、最終の接種から３カ月以上経過する必要があります。
※６カ月～４歳の接種（初回接種）については、これまでどおり従来型ワクチンを３回接種します。

令和５年度も接種費用
は引き続き無償です

５歳～11歳対象、オミクロン株対応２価ワクチン接種（追加接種）開始　
　３月より、オミクロン株対応２価ワクチンを使用した追加接種が始まっています。
対象者　初回接種（１・２回目接種）を完了している、５歳～11歳の人
※従来型ワクチンでの３回目接種を完了した人も対象となります。
※予約方法は、接種券に同封のお知らせをご覧ください。

令和４年度 令和５年度

12歳以上

５歳
～ 11歳

１・２回目接種が完了すれば、最後の接種から３カ月以上間隔をあけて、オミク
ロン株対応２価ワクチンを接種できます。

令和５年春開始接種
９月以降

初回接種（１・２回目接種）を終
了した以下の人が対象
・高齢者（65歳以上）
・基礎疾患を有する人（12歳～64歳）
・医療従事者等

５月８日～８月～５月７日まで

令和４年
秋開始接種（追加接種）

オミクロン株対応２価ワクチン

上記以外の人（追加接種できません）

令和５年秋開始接種

初回接種（１・２回
目接種）を終了した
５歳以上の全ての人

使用するワクチンは
引き続き検討

基礎疾患を有する人（５歳～11
歳）はさらに１回追加接種が可能
オミクロン株対応２価ワクチン追加接種

オミクロン株対応２価ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

５歳以上の人で、初回接種（１・２
回目接種）がまだの人

まずは、１・２回目接種（従来型）を受けてください。
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ただし、以下のような場合には注意しましょう

令和５年３月13日から

周囲の方に、感染を広げないために

ご自身を感染から守るために

マスク着用は個人の判断が基本になります

重症化リスクの高い人が感染拡大時に混雑した場所に行くとき

受診時や医療機関・高齢者
施設などを訪問するとき

通勤ラッシュ時など混雑した
電車・バスに乗車するとき

マスクを着用しましょう

マスク着用が効果的です

高齢者 基礎疾患を有する人 妊婦

　本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、
ご配慮をお願いします。
※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や、従業員がマスクを着用している場合があります。

慢性肝臓病
がん
心血管疾患　など

市役所では、マスクの着用などを継続します
　市役所の他、市の施設には高齢者や重症化リスクの高い人など、さまざまな人が来庁される
ことや、年度替わりには多数の来庁者が見込まれることから、市職員は執務時間中、原則とし
てこれまでどおりマスクの着用を継続します。
　また、アクリル板（パーテーション）についても、これまでどおり設置を継続します。
　ただし、５月７日㈰（類型見直し）までの措置とし、状況に応じて適宜見直しを行います。
問人事課（内線323）

マイナポイントの申し込み期限は５月末まで！
※対象となるマイナンバーカードは、２月末までに申請したものです。
　令和５年２月末までにマイナンバーカードを申請した人を対象としたマイ
ナポイントの申し込みは、５月末までとなりますので早めの手続きをお願い
します。
問市マイナポイント専用窓口（内線6009、6068）または総務省コールセ
ンター〔☎0120(95)0178〕

厚生労働省
ウェブサイト
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役所　☎ (25)1000・FAX (25)9037
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